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2７ アメリカにおける食品残留麗薬規制の緩和（徳田博人）
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一
九
八
○
年
代
初
頭
か
ら
八
○
年
代
半
ば
頃
ま
で
食
品
の
安
全
性
の
議
論
は
、
連
邦
食
品
及
び
医
薬
品
局
（
因
・
Ｃ
Ｑ
ｐ
ａ
Ｃ
２
ｍ

シ
ロ
日
旨
】
、
可
島
・
Ｐ
以
下
「
Ｆ
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
（
、
の
一
目
＆
。
］
ｐ
ｐ
ｍ
の
）
の
再
解
釈
を
通
し

（
１
）

て
の
食
ロ
叩
ま
た
は
色
素
添
加
物
規
制
の
緩
和
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
動
き
も
、
’
九
八

（
２
）

七
年
の
、
息
辱
。
Ｑ
斡
刷
⑩
。
判
決
に
よ
っ
て
、
一
応
の
司
法
的
決
着
が
は
か
ら
れ
、
そ
の
後
、
八
○
年
代
後
半
か
ら
九
○
年
代
に
か

け
て
、
食
品
の
安
全
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
食
品
中
の
、
ま
た
は
食
品
に
付
着
す
る
残
留
農
薬
規
制
（
以
下
「
残
留
農
薬
規
制
」
と
い

う
。
）
を
め
ぐ
る
そ
れ
へ
と
移
行
す
る
。
一
九
八
八
年
に
、
連
邦
環
境
保
護
庁
（
因
曰
く
】
可
・
ヨ
ョ
の
ご
臼
」
勺
司
。
（
の
。
ご
ｏ
ニ
レ
、
の
ロ
Ｑ
》
以
下

「
Ｅ
Ｐ
Ａ
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
残
留
農
薬
規
制
政
策
に
関
す
る
従
来
の
立
場
を
変
更
し
た
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
が
食

品
ま
た
は
色
素
添
加
物
規
制
の
緩
和
の
際
に
用
い
た
手
法
と
同
様
の
手
法
で
あ
る
デ
ラ
ー
ー
ー
条
項
の
再
解
釈
を
通
し
て
残
留
農
薬
規

制
の
緩
和
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
八
○
年
代
後
半
か
ら
九
○
年
代
前
半
に
か
け
て
の
残
留
農
薬
規
制
緩
和
の
一
連
の
動

（
３
）

同
と
そ
の
法
的
問
題
点
を
検
討
す
る
。

な
お
、
本
稿
の
検
討
の
中
心
と
な
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
と
は
、
「
人
ま
た
は
動
物
に
癌
を
誘
発
す
る
食
品
ま
た
は
色
素
添
加
物
は
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
安
全
で
は
な
く
、
」
添
加
物
（
残
留
農
薬
を
含
む
）
中
に
発
癌
物
質
の
存
在
が
認
定
さ
れ
る
と
行
政
機

（
４
）

関
は
規
制
権
限
を
行
使
し
、
当
該
添
加
物
は
全
面
的
に
使
用
禁
止
さ
れ
る
旨
を
定
め
た
条
項
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
デ
ー
フ
ニ
ー
条

項
の
再
解
釈
を
通
し
た
規
制
の
緩
和
と
は
、
添
加
物
中
に
発
癌
物
質
の
存
在
が
認
定
さ
れ
て
も
行
政
機
関
は
規
制
を
控
え
る
裁
量
権

を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

は
じ
め
に
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本
節
で
は
、
農
薬
及
び
残
留
農
薬
規
制
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
き
わ
め
て
概
略
的
で
は
あ
る
が
概
観
す
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
農
薬
に
関
す
る
連
邦
政
府
に
よ
る
規
制
は
、
一
九
一
○
年
の
「
連
邦
殺
虫
剤
法
（
匂
の
：
日
巨
ロ
、
の
畳
ロ
区
の
シ
ｇ

（
５
）

以
下
「
一
九
一
○
年
法
」
と
い
う
。
）
」
の
制
定
に
始
ま
り
、
農
務
省
（
吾
の
□
已
一
の
』
の
頁
の
、
□
の
ロ
日
§
の
貝
・
崗
鈩
四
一
・
巳
旨
同
の
》
以

下
「
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
。
）
の
所
管
の
下
に
施
行
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
、
農
薬
に
対
し
て
は
州
の
み
が
規
制
を
行
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
農
薬
の
使
用
そ
の
も
の
が
地
域
的
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
連
邦
政
府
に
よ
る
規
制
介
入
そ
の
も
の
が
、
ア
メ
リ
カ

の
憲
法
構
造
か
ら
く
る
制
約
と
し
て
、
州
際
問
題
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
た
め
、
連
邦
政
府
に
よ
る
介
入
は
困
難
で
あ
っ
た
。
第
二
次

世
界
大
戦
以
降
、
食
品
の
需
給
の
確
保
・
拡
大
な
ど
の
理
由
か
ら
、
農
薬
の
使
用
が
劇
的
に
拡
大
す
る
。
か
か
る
背
景
の
下
で
一
九

四
七
年
に
、
一
九
一
○
年
法
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
、
「
連
邦
殺
虫
剤
、
殺
菌
剤
及
び
殺
ソ
剤
法
（
句
の
」
の
日
」
百
ｍ
の
具
目
：
．

（
６
）

匂
：
四
ｏ
丘
の
目
」
国
の
」
の
旨
。
】
』
の
シ
ｏ
一
・
以
下
「
Ｆ
ｌ
Ｆ
Ｒ
Ａ
」
と
い
う
。
）
」
が
制
定
さ
れ
た
。
一
九
四
七
年
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ａ
の
最
大

の
特
徴
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
に
お
い
て
、
配
布
ま
た
は
販
売
さ
れ
る
、
す
べ
て
の
農
薬
に
つ
い
て
事
前
承
認
制
度
（
Ⅱ
登
録
制

度
）
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
四
七
年
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ａ
は
、
落
葉
剤
（
□
の
『
。
］
旨
昌
）
、
植
物
調
整
剤
（
勺
］
：
一

切
の
圏
］
ｇ
ｏ
『
）
な
ど
は
規
制
の
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、
規
制
の
対
象
の
狭
さ
か
ら
く
る
限
界
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
限
界
は
、
一
九
五
○
年
代
か
ら
六
○
年
代
に
か
け
て
農
薬
の
危
険
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
国
民
の
間
に
徐
々
に
拡
大
す
る
に
っ

（、ｌ）

れ
、
社
会
的
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
六
○
年
代
以
降
は
、
カ
ー
ソ
ン
の
『
沈
黙
の
春
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

第
一
章
残
留
農
薬
規
制
の
概
要

第
一
節
残
留
農
薬
規
制
の
歴
史
的
展
開
の
概
要
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に
、
農
薬
が
現
実
に
人
や
環
境
に
与
え
る
影
響
等
が
国
民
的
反
響
を
よ
び
、
Ｆ
ｌ
Ｆ
Ｒ
Ａ
は
、
幾
度
か
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
そ
の

（
８
）

結
果
、
Ｆ
ｌ
Ｆ
Ｒ
Ａ
は
、
今
日
で
は
環
境
及
び
健
康
保
護
法
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
食
品
中
の
残
留
農
薬
に
つ
い
て
は
、
連
邦
食
品
、
医
薬
品
及
び
化
粧
品
法
（
句
の
：
日
］

句
ｏ
ｏ
ｇ
Ｏ
２
ｍ
Ｐ
己
○
・
ｍ
目
の
臣
。
シ
・
戸
以
下
「
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
は
、
一
九

五
四
年
以
前
に
は
、
当
該
残
留
農
薬
を
含
む
物
質
が
人
の
健
康
に
害
を
与
え
る
と
さ
れ
た
場
合
、
当
該
物
質
は
不
良
と
し
て
事
後
的

に
裁
判
所
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
包
括
的
な
事
前
規
制
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
事
後
的
段
階
に
お
い
て
で

（
９
）

さ
え
、
当
該
残
留
農
薬
の
危
険
・
害
の
証
明
負
担
は
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
が
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
五
四
年
に
、
未
加
工
食

〈
Ⅲ
）

ロ
、
中
の
残
留
農
薬
に
関
す
る
包
括
的
な
事
前
規
制
シ
ス
ー
ナ
ム
を
採
用
し
た
法
改
正
が
行
わ
れ
、
そ
の
四
年
後
に
は
加
工
食
品
中
の
残

留
農
薬
に
関
す
る
包
括
的
な
事
前
規
制
シ
ス
テ
ム
（
Ⅱ
食
品
添
加
物
規
制
シ
ス
テ
ム
）
を
採
用
し
た
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
未
加
工
で
あ
れ
、
加
工
で
あ
れ
、
食
品
中
の
残
留
農
薬
が
安
全
な
許
容
量
内
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
後

に
、
農
薬
が
登
録
さ
れ
る
と
い
う
法
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
当
該
残
留
農
薬
の
安
全
性
も
製
造
者
が
そ
の
証
明
の
負

（
Ⅱ
）

担
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
食
品
中
の
残
留
農
薬
規
制
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
な
ど
の
役
割
も
単
な
る
取
締
的
警
察

（
肥
）

的
役
割
か
ら
、
予
防
行
政
的
役
割
へ
と
質
的
転
換
が
は
か
ら
れ
た
。
Ｆ
ｌ
Ｆ
Ｒ
Ａ
及
び
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
一
九
七

○
年
以
前
に
は
、
当
該
農
薬
が
食
用
に
供
せ
ら
れ
る
農
作
物
に
使
用
す
る
場
合
、
当
該
農
薬
の
登
録
を
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
に
申
請
す
る
と
同

時
に
、
当
該
農
薬
の
食
中
の
残
留
許
容
量
あ
る
い
は
免
除
の
申
請
が
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
な
さ
れ
た
。
Ｆ
ｌ
Ｆ
Ｒ
Ａ
の
執
行
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
が

責
任
を
負
い
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
執
行
（
残
留
農
薬
許
容
量
の
設
定
を
含
む
）
は
Ｆ
Ｄ
Ａ
が
責
任
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一

九
七
○
年
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
新
設
さ
れ
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
の
間
に
、
Ｆ
ｌ
Ｆ
Ｒ
Ａ
の
下
で
の
農
薬
の
登
録
に
か
か
わ
る
事
務
及
び

Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
下
で
の
食
品
中
の
残
留
許
容
量
を
設
定
す
る
責
任
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
負
い
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
下
で
の
そ
れ
以
外
の
残
留
農
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ま
ず
初
め
に
、
農
薬
の
販
売
ま
た
は
配
布
な
ど
を
規
律
し
て
い
る
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ａ
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
農
薬
の
販
売
ま
た
は
配
布
な
ど
に
つ
い
て
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
直
接
、
Ｆ
ｌ
Ｆ
Ｒ
Ａ
に
よ
っ
て
規
制

（
凶
）

さ
れ
、
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ａ
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ
た
登
録
基
準
に
従
っ
て
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
さ
れ
た
農
薬
が
、
「
環

（
胴
）

境
に
対
す
る
不
合
理
な
悪
影
響
（
ロ
ロ
『
の
Ｐ
ｍ
ｏ
ｐ
具
〕
］
の
巴
『
の
Ｈ
ｍ
の
①
［
【
の
。
扇
・
ロ
牙
の
ｍ
ｐ
ａ
Ｈ
ｏ
ｐ
Ｂ
の
ロ
ー
）
」
す
な
わ
ち
「
当
該
農
薬
の
使
用（
脆
〉

に
よ
る
経
済
的
、
社
会
的
及
び
環
境
面
で
の
コ
ス
ト
と
便
益
を
考
慮
に
い
れ
た
上
で
の
人
間
ま
た
は
環
境
に
対
す
る
か
な
り
の
危
険
」

｛
Ⅳ
〉

が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
登
録
は
拒
否
さ
れ
る
。
一
度
登
録
さ
れ
た
農
薬
も
、
特
別
再
調
査
等
の
結
果
、
当
該
農
薬
の
使
用
に

（
Ⅲ
》

よ
る
危
険
が
利
益
を
上
回
る
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
判
断
し
た
場
〈
ロ
、
当
該
農
薬
の
取
り
消
し
、
ま
た
は
修
正
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

Ｆ
ｌ
Ｆ
Ｒ
Ａ
は
、
農
薬
の
登
録
判
断
を
リ
ス
ク
便
益
分
析
に
求
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
農
薬
は
、
食
品
添
加
物
（
あ
る
い
は
色
素
添
加
物
）
の
よ
う
に
使
用
目
的
と
し
て
当
初
か
ら
食
品
中
に
含
ま
れ
る
こ

と
が
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
消
費
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
農
薬
で
あ
ろ
う
と
、
食
品
添
加
物
（
あ
る
い
は
色
素

添
加
物
）
で
あ
ろ
う
と
、
食
品
中
に
人
の
健
康
に
害
の
恐
れ
の
あ
る
化
学
物
質
が
含
ま
れ
又
は
含
ま
れ
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
対
す
る
規
制
が
必
要
で
あ
る
点
で
、
農
薬
と
食
品
添
加
物
（
あ
る
い
は
色
素
添
加
物
）
と
で
は
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ

（
旧
｝

一
」
で
、
農
薬
登
録
の
際
、
食
品
中
の
残
留
化
学
デ
ー
タ
も
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
、
食
品
中
の
残
留
農
薬
が
安
全
量
を
越
え
な

（
川
）

薬
に
関
す
る
執
行
責
任
を
Ｆ
Ｄ
Ａ
が
負
う
、
と
い
う
ム
ロ
意
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
本
稿
の
検
討
の
中
心
と
な
る

食
品
残
留
農
薬
規
制
を
行
う
主
た
る
行
政
機
関
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
節
法
制
度
の
概
要
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次
に
、
残
留
農
薬
を
規
律
し
て
い
る
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
は
、
二
二
一
条
Ｓ
項
で
食
品
添
加
物
に
関
す
る
定
義
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
但
し
書
き
の
部
分
で
「
未
加
工
農
産

物
（
、
『
ロ
ミ
口
、
風
呂
］
旨
Ｈ
巳
８
日
目
ご
）
」
の
内
部
ま
た
は
表
面
に
使
用
す
る
農
薬
に
つ
い
て
は
、
食
品
添
加
物
で
は
な
い
、
と
定

（
蝿
》

め
て
い
る
。
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
一
一
二
一
条
ｓ
項
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
加
工
食
品
中
に
未
加
工
農
産
物
で
使
用
さ
れ
た
農
薬
が
残
留
し
た

（
別
）

場
ム
ロ
に
は
、
当
該
残
留
農
薬
は
食
品
添
加
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
加
工
食
品
中
の
残
留
農
薬
は
、
食
品
添
加
物
と
同
じ

規
制
シ
ス
テ
ム
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
未
加
工
農
産
物
中
に
、
ま
た
は
そ
れ
に
付
着
し
た
農
薬
に
つ
い
て
は
、
食

品
添
加
物
規
制
と
は
別
の
規
制
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
処
理
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
二
条
は
、
未
加
工
農
産
物
に
加
え
ら
れ
た
農
薬
及
び
加
工
農
産
物
に
加
え
ら
れ
た
農
薬
（
Ⅱ
食
品

添
加
物
）
を
原
則
と
し
て
安
全
で
な
い
Ⅱ
危
険
Ⅱ
不
良
食
品
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
例
外
的
に
、
一
定
の
要
件
と
手
続
を
満
た

し
て
、
未
加
工
農
産
物
に
加
え
ら
れ
た
農
薬
及
び
加
工
農
産
物
に
加
え
ら
れ
た
農
薬
（
Ⅱ
食
品
添
加
物
）
は
法
的
に
安
全
な
も
の
と

な
る
、
と
い
う
法
樹
造
を
採
用
し
た
。
そ
の
要
件
と
手
続
に
つ
い
て
、
未
加
工
農
産
物
中
の
農
薬
に
つ
い
て
は
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
八

条
が
、
加
工
農
産
物
中
の
農
薬
に
つ
い
て
は
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
。
食
品
添
加
物
規
制
の
法
構
造
に
つ

（
妬
）

い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
で
概
観
し
た
の
で
、
本
稿
の
検
討
に
必
要
な
範
囲
で
叙
述
す
る
と
し
て
、
以
下
、
未
加
工
農
産
物
に
加
←
え
ら

く
郡
）

れ
た
農
薬
規
制
の
法
構
造
（
Ⅱ
要
件
と
手
続
）
を
中
心
に
み
て
み
よ
う
。

申
請
者
は
、
当
該
農
薬
の
安
全
許
容
量
を
設
定
す
る
た
め
の
規
則
の
公
布
を
提
案
し
た
申
請
書
を
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

（
別
》

い
‐
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
判
断
し
な
い
限
り
、
農
薬
の
使
用
が
登
録
さ
れ
な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
農
薬
登
録
制
度
は
残
留

〈
別
）

農
薬
規
制
制
度
と
リ
ン
ク
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
申
請
し
た
農
薬
が
登
録
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
、
製

（
胆
）

造
業
者
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
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て
い
る
。
そ
の
際
、
申
請
者
は
、
農
薬
の
名
称
、
化
学
名
称
及
び
成
分
、
農
薬
の
使
用
量
、
頻
度
及
び
使
用
時
間
、
農
薬
の
安
全
性

（
灯
｝

に
か
か
わ
る
調
査
報
上
ロ
、
農
薬
残
留
の
試
験
結
果
な
ど
の
デ
ー
タ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
長
官
は
、
当
該
申
請
を
九
○
日

（
湖
）

以
内
に
検
討
し
、
そ
の
結
果
、
当
該
農
薬
が
有
用
と
証
明
さ
れ
た
な
ら
ば
、
当
該
農
薬
の
安
全
許
容
量
を
設
定
す
る
。
長
官
は
、
Ｆ

Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
八
条
の
安
全
許
容
量
を
設
定
す
る
際
に
、
「
十
分
で
、
健
康
的
な
、
経
済
的
な
食
品
供
給
の
必
要
性
」
や
農
薬
の
影（
羽
）

響
な
ど
を
考
慮
し
て
、
公
衆
に
と
っ
て
安
全
と
考
一
え
る
な
ら
ば
、
安
全
許
容
量
を
設
定
し
た
規
則
を
公
布
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
長
官
が
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
八
条
の
安
全
許
容
量
を
設
定
す
る
際
に
、
農
薬
の
リ
ス
ク
と
便
益
を
考
慮
す
る
こ
と
を
定
め

た
も
の
と
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
加
工
食
品
中
に
残
留
す
る
農
薬
は
、
食
品
添
加
物
と
同
じ
法
的
根
拠
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
未
加

工
食
品
中
の
残
留
農
薬
規
制
法
と
、
法
の
基
本
的
構
造
は
類
似
し
て
い
る
が
、
違
い
も
み
ら
れ
る
。
特
に
長
官
の
考
慮
事
項
に
お
い

て
著
し
い
違
い
が
あ
る
。
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
（
Ｃ
）
（
３
）
（
Ａ
）
は
、
起
草
者
の
名
前
を
と
っ
て
デ
ラ
ニ
ー
条
項
と
呼
ば
れ

て
い
る
が
、
当
該
残
留
農
薬
に
発
癌
物
質
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
長
官
は
当
該
農
薬
の
使
用
を
認
め
た
規
則
を
公
布
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
絶
対
的
考
慮
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
の
安
全
許
容
量
を
設
定
す
る
際
に
、
長
官
は
、
リ
ス
ク
の
み
に
着
目
し
て
、
す
な
わ
ち
農
薬
の

便
益
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
残
留
農
薬
の
安
全
許
容
量
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ

Ａ
四
○
八
条
と
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
と
の
、
か
か
る
考
慮
事
項
の
違
い
に
よ
っ
て
、
残
留
農
薬
許
容
量
設
定
の
方
法
に
も
違
い
が

（
卯
）

生
じ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
当
該
農
薬
を
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
八
条
と
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
に
関
わ
り
な
く
類
似

の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
用
い
る
が
、
安
全
基
準
に
お
い
て
は
異
な
っ
た
基
準
を
用
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
八
条

の
下
で
、
当
該
農
薬
の
癌
リ
ス
ク
が
重
大
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
許
容
量
が
設
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
癌
の
リ
ス
ク
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そ
れ
故
、
か
り
に
未
加
工
農
産
物
に
加
え
ら
れ
た
発
癌
性
の
あ
る
農
薬
で
あ
っ
て
も
、
リ
ス
ク
と
便
益
を
考
慮
し
た
結
果
、
当
該

農
薬
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
農
産
物
が
加
工
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
デ
ラ
ー
ー
ー
条
項
の

適
用
対
象
と
な
り
、
当
該
食
品
は
不
良
と
み
な
さ
れ
販
売
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
こ
に
、
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
と
呼
ば
れ
る
法
的
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
当
該
農
薬
の
便
益
と
を
利
益
考
量
し
て
評
価
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
の
下
で
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
ゼ
ロ

リ
ス
ク
基
準
故
に
、
発
癌
性
の
あ
る
当
該
農
薬
の
便
益
を
考
慮
す
る
こ
と
無
く
、
自
動
的
に
許
容
量
設
定
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

デ
ラ
ニ
ー
条
項
を
再
解
釈
す
る
試
み
は
、
一
九
八
○
年
代
後
半
に
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
そ
れ
に
よ
っ
て
始
ま
る
訳
で
は
な
く
、
既
に
一

九
八
○
年
代
前
半
に
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
高
感
度
ア
プ
ロ
ー
チ
、
構
成
物
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て
微

本
章
で
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
緩
和
の
試
み
が
、
い
か
な
る
背
景
の
下
で
行
わ
れ
、
そ
し
て
そ
の
試
み
の
根
拠
及
び

理
論
構
成
、
さ
ら
に
裁
判
所
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

第
一
一
章
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
緩
和
の
試
み

第
一
節
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
緩
和
の
試
み
の
前
史
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量
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
が
試
み
ら
れ
、
最
終
的
に
は
、
微
量
ア
プ
ロ
ー
チ
に
収
散
す
る
方
向
で
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
よ
っ
て
デ
ラ
ニ
ー
条
項
を

再
解
釈
す
る
試
み
が
展
開
し
た
。
か
か
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
再
解
釈
が
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
よ
っ
て
精
力
的
に
行
わ
れ
て
い
た
一
九
八
五
年
に
、

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
合
衆
国
農
業
委
員
会
（
吾
の
国
◎
日
ロ
・
ヨ
シ
日
］
２
］
冒
甸
の
。
扁
晉
の
国
昌
・
目
｝
罰
の
ｍ
の
日
○
ず
○
・
目
ａ
］
以
下
、
本
章
で
は

単
に
「
Ｎ
Ｒ
Ｃ
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
農
産
物
中
の
農
薬
残
留
許
容
値
設
定
の
過
程
に
デ
ラ
ニ
ー
条
項
が
与
え
る
影
響
に

つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
Ｎ
Ｒ
Ｃ
委
員
会
の
検
討
結
果
は
、
一
九
八
七
年
に
、
『
食
品
中
の
農
薬
規
制
ｌ
デ
ラ
ニ
ー
・
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
』
（
因
因
○
ご
げ
レ
ヨ
ｚ
○
勺
固
め
目
Ｏ
Ｂ
固
め
冒
甸
。
。
□
閂
四
国
ロ
回
旧
シ
ョ
国
目
勺
少
勾
鈩
□
。
※
》
以
下
単
に
「
デ
ラ
ニ
ー

｛
川
》

・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
が
検
討
・
公
表
さ
れ
た

（
蛇
）

時
期
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
Ｆ
Ｄ
Ａ
の
あ
れ
こ
れ
の
決
定
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
故
に
、
Ｎ
Ｒ
Ｃ
委
員
会
は
、
Ｆ
Ｄ

（
狐
）

Ａ
に
よ
る
デ
ー
フ
ニ
ー
条
項
の
再
解
釈
に
関
す
る
動
向
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
Ｎ
Ｒ
Ｃ
委
員
会
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
残

留
農
薬
規
制
政
策
に
関
す
る
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
方
針
に
決
定
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
。
そ
こ
で
、
デ
ラ
ー
ー
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
現
行
の
食
品
法
制
は
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
八
条
の
農
薬
残
留
許
容
値
設
定
基

準
と
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
の
農
薬
残
留
許
容
値
設
定
基
準
と
の
間
に
一
貫
性
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
勧
告
の
目
的
も
「
か

（
弧
）

か
る
対
立
す
る
基
準
が
、
国
民
の
健
康
及
び
農
業
の
発
展
に
与
・
え
る
影
響
に
つ
い
て
論
じ
評
価
す
る
こ
と
」
に
あ
る
、
と
い
う
。

続
い
て
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
の
関
係
に
つ
き
、
「
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
実
施
と
解
釈
と
い
う
職
務
を
担
い
、
か
つ
両
機
関
は
か
か

（
胴
）

る
解
釈
や
規
制
方
針
に
つ
い
て
一
貫
さ
せ
、
協
力
す
る
関
係
」
に
た
つ
べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
デ
ー
ブ
ニ
ー
条
項
で
定
め
て
い
る

「
癌
を
誘
発
す
る
」
と
い
う
文
言
を
め
ぐ
っ
て
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
の
間
に
解
釈
の
齪
酪
が
生
じ
て
い
る
と
分
析
す
る
。
す
な
わ
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ち
、
「
規
制
の
文
脈
で
こ
れ
ら
の
用
語
（
Ⅱ
ｏ
ｐ
８
ｍ
の
Ｐ
○
コ
８
ｍ
の
巳
ｏ
ご
》
○
口
『
・
旨
○
ｍ
の
Ｐ
ｏ
Ｈ
Ｄ
旨
・
函
の
日
日
ｑ
、
筆
者
注
）
が
用

い
ら
れ
る
と
き
に
、
混
乱
が
生
じ
う
る
。
例
え
ば
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
を
明
ら
か
に
、
発
癌
物
質
（
○
日
・
旨
。
、
自
切
）
の

承
認
を
禁
止
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
た
の
に
対
し
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
催
腫
瘍
物
質
（
○
コ
８
ｍ
の
ロ
、
）
の
承
認
を
禁
止
す
る
も
の
と
し

（
柵
〉

て
扱
っ
て
い
る
。
理
論
的
に
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
解
釈
が
広
範
囲
に
な
る
。
」
‐
と
述
べ
、
用
語
の
整
理
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
デ
ラ
ニ
ー
・

（
抑
〉

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
解
釈
に
従
い
、
催
腫
瘍
物
質
（
ｏ
ｐ
ｏ
ｏ
ｍ
の
ロ
、
）
に
検
討
の
焦
点
を
合
わ
せ
た
。
そ
の
結

（
棚
〉

果
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
適
用
対
象
は
、
【
Ｐ
Ｄ
Ａ
の
そ
れ
に
比
べ
、
は
る
か
に
拡
大
す
る
。
し
か
し
、
一
見
、
消
費
者
の
権
利
を
拡
大

す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
Ｎ
Ｒ
Ｃ
委
員
会
の
解
釈
も
、
後
に
み
る
よ
う
に
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
厳
格
な
適
用
に
よ
る
農
薬
の
研
究
開
発

へ
の
影
響
の
大
き
さ
な
ど
を
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
Ｎ
Ｒ
Ｃ
委
員
会
の
解
釈
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
対
す
る
微

騒
法
理
の
適
用
を
認
め
る
論
理
を
補
強
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
催
腫
蕩
の
性
質
を
有
す
る
農
薬
は
、
す
べ
て
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
を
前
提
に
、
農
薬
を
規
制
す
る
た
め
の
四
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ナ
リ
オ
の
効
果
に
つ
い
て
比
較
検
討
す
る

〈
弧
）

と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
除
草
剤
、
殺
菌
剤
、
殺
虫
剤
の
一
二
つ
の
タ
イ
プ
の
農
薬
の
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
適
用
対
象

と
な
る
と
思
わ
れ
る
二
八
種
類
の
化
学
物
質
を
検
討
し
た
。

シ
ナ
リ
オ
ー
は
、
催
腫
窺
性
に
関
す
る
ゼ
ロ
．
リ
ス
ク
基
準
を
、
未
加
工
食
品
、
加
工
食
品
中
の
あ
ら
ゆ
る
残
留
農
薬
に
適
用
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仮
に
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
、
あ
る
農
薬
が
催
腫
瘍
性
で
あ
る
と
判
断
し
た
ら
、
当
該
残
留
農
薬
許
容
値
は
す
べ
て
撤

回
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ナ
リ
オ
ー
に
し
た
が
う
と
、
食
品
経
由
の
腫
蕩
形
成
リ
ス
ク
は
す
べ
て
取
り
除
か
れ
る
。

シ
ナ
リ
オ
２
は
、
催
腫
瘍
性
に
関
す
る
ゼ
ロ
．
リ
ス
ク
基
準
を
、
加
工
食
品
中
の
あ
ら
ゆ
る
残
留
農
薬
に
適
用
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
加
工
食
品
中
の
残
留
許
容
値
は
す
べ
て
撤
回
さ
れ
、
さ
ら
に
、
未
加
工
食
品
中
の
残
留
許
容
値
も
撤
回
さ
れ
る
。
シ
ナ
リ
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シ
ナ
リ
オ
１
は
、
催
腫
瘍
性
の
リ
ス
ク
は
す
べ
て
取
り
除
か
れ
る
が
、
い
く
つ
か
の
地
域
の
あ
る
農
産
物
は
、
催
腫
瘍
性
の
あ
る

（
柵
）

農
薬
を
利
用
で
き
な
い
と
な
る
と
、
害
虫
防
除
の
面
で
深
刻
な
問
題
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
シ
ナ
リ
オ
３
が
シ
ナ
リ
オ
２
及
び
４
と

（
佃
》

比
べ
て
み
て
、
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
は
、
新
規
の
農
薬
と
既
存
の
農
薬
に
対
す
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
厳
格
な

（
他
）

適
用
が
農
薬
の
研
究
開
発
へ
の
歯
止
や
投
資
の
減
少
に
つ
な
が
る
と
し
、
結
論
と
し
て
、
「
未
加
工
農
産
物
と
加
工
農
産
物
に
一
貫

し
た
リ
ス
ク
基
準
を
用
い
る
な
ら
ば
、
リ
ス
ク
は
最
も
大
幅
に
、
し
か
も
均
一
に
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
無
視
し

得
る
リ
ス
ク
と
い
う
基
準
に
は
利
点
が
あ
り
、
・
・
・
一
貫
し
た
方
針
で
適
用
さ
れ
る
限
り
、
低
リ
ス
ク
の
化
合
物
の
使
用
を
続
け

る
こ
と
を
認
め
、
利
益
を
損
な
う
こ
と
無
く
、
し
か
も
食
品
経
由
の
腫
瘍
形
成
リ
ス
ク
の
ほ
と
ん
ど
を
取
り
除
く
こ
と
を
可
能
に
す

（
⑬
）

る
。
」
と
述
べ
る
。
以
上
が
デ
ー
フ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
の
概
要
で
あ
る
。
Ｎ
Ｒ
Ｃ
委
員
会
の
提
唱
す
る
「
無
視
し
得
る

オ
２
に
し
た
が
う
と
、
食
品
経
由
の
腫
瘍
形
成
リ
ス
ク
を
五
五
％
減
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
加
工
形
態
を
取
ら
な
い
、
残
り
の
四
五

％
の
リ
ス
ク
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

シ
ナ
リ
オ
３
は
、
あ
る
農
産
物
の
、
未
加
工
食
品
中
の
残
留
農
薬
と
加
工
食
品
中
の
残
留
農
薬
か
ら
推
定
さ
れ
る
発
癌
の
リ
ス
ク

６

を
合
わ
せ
て
１
×
川
を
越
え
る
場
合
、
そ
の
農
産
物
に
対
す
る
、
当
該
農
薬
の
許
容
値
は
撤
回
さ
れ
る
。
シ
ナ
リ
オ
３
に
し
た
が
う

と
、
二
八
種
類
の
農
薬
に
由
来
す
る
す
る
総
リ
ス
ク
の
九
八
％
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
二
八
種
類
の
農
薬
の
許
容
値
の
う
ち
、

取
り
消
さ
れ
る
の
は
三
二
％
で
す
む
。

６

シ
ナ
リ
オ
４
は
、
全
加
工
食
品
中
の
残
留
農
薬
の
リ
ス
ク
の
合
計
が
、
ｌ
ｘ
ｍ
を
越
え
る
場
合
、
そ
の
農
産
物
に
対
す
る
、
当
該

農
薬
の
許
容
値
は
撤
回
さ
れ
る
。
シ
ナ
リ
オ
２
と
同
様
、
加
工
食
品
中
の
残
留
許
容
値
が
撤
回
さ
れ
る
な
ら
ば
、
未
加
工
食
品
中
の

残
留
許
容
値
も
撤
回
さ
れ
る
。
シ
ナ
リ
オ
４
に
し
た
が
う
と
、
許
容
値
は
ほ
と
ん
ど
取
り
消
さ
ず
に
、
三
五
％
の
リ
ス
ク
を
取
り
除

く
こ
と
が
で
去
冨
Ｃ
、
と
い
う
。
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リ
ス
ク
」
な
る
概
念
は
、
す
で
に
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
次
節
で
検
討
す
る
よ

う
に
、
Ｎ
Ｒ
Ｃ
委
員
会
の
勧
告
を
受
け
、
「
無
視
し
得
る
リ
ス
ク
」
な
る
概
念
に
着
目
し
、
「
無
視
し
得
る
リ
ス
ク
」
と
同
等
の
意

味
の
法
諺
、
す
な
わ
ち
ｇ
の
日
」
日
日
旨
（
「
法
は
些
事
に
関
せ
ず
」
）
を
用
い
て
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
再
解
釈
を
試
み
る
。
こ
の
点
も
、

Ｆ
Ｄ
Ａ
が
採
用
し
た
論
理
を
踏
襲
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
要
約
す
る
と
、
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
で
定
め
て
い
る
「
癌
を
誘
発
す
る
」
と
い
う
文

言
を
め
ぐ
っ
て
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
の
間
に
生
じ
て
い
た
解
釈
の
齪
鶴
に
乗
じ
て
、
一
方
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
従
い
、

一
見
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
適
用
を
拡
大
す
る
か
の
よ
う
な
解
釈
を
展
開
し
な
が
ら
、
他
方
で
Ｆ
Ｄ
Ａ
が
一
九
八
○
年
代
前
半
に
展
開

し
た
微
量
法
理
の
よ
り
一
層
の
繊
密
化
を
は
か
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
対
し
こ
れ
ま
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
採
用
し
て
き
た
残
留
農
薬
規
制
政
策
の
転

換
を
迫
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。

一
九
八
七
年
に
公
表
さ
れ
た
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
は
、
時
期
的
に
は
、
ｍ
ｅ
胃
Ｑ
爵
§
判
決
が
出
さ
れ
る
以

前
の
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
の
後
、
幻
←
９
．
９
幕
目
判
決
が
出
さ
れ
、
デ
ラ
’
－
１
条
項
に
対
す
る
微
量
法
理
の
適
用
は
排
除
さ
れ

る
方
向
で
司
法
的
決
着
が
つ
い
た
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー

ト
を
受
け
、
従
来
の
政
策
的
立
場
を
変
更
し
、
食
品
残
留
農
薬
規
制
の
緩
和
を
推
進
し
た
。
そ
の
際
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
用
い
た
論
理
は
、

デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
対
す
る
微
量
法
理
の
適
用
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
自
ら
の
政
策
的
立
場
の
変
更
と
も
§
』
月

Ｑ
蔦
目
判
決
と
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
お
り
、
さ
ら
に
幻
←
ｇ
ｎ
Ｑ
瀞
§
判
決
で
否
定
さ
れ
た
微
量
法
理
の
論
理
を
、
ど
の

第
二
節
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
緩
和
の
試
み
と
そ
の
論
理
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Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
ｍ
ｅ
胃
Ｑ
骨
：
判
決
の
位
置
づ
け
方
は
、
判
例
の
先
例
拘
束
を
認
め
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
判
例
の
先
例

的
価
値
を
限
定
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
よ
く
み
ら
れ
る
法
技
術
的
処
理
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
点
に
関
す
る

検
討
は
行
わ
な
い
。
問
題
な
の
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
緩
和
の
実
質
的
根
拠
ま
た
は
論
理
で
あ
る
。

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
八
八
年
告
知
の
中
で
、
登
録
済
み
の
農
薬
が
新
た
な
デ
ー
タ
に
よ
り
実
験
動
物
で
癌
を
誘
発
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

場
合
の
食
品
添
加
物
（
食
品
中
の
残
留
農
薬
）
規
制
と
新
規
の
食
品
添
加
物
（
食
品
中
の
残
留
農
薬
）
規
制
と
を
分
け
て
議
論
す
る
。

前
者
の
場
合
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
緩
和
の
実
質
的
根
拠
ま
た
は
論
理
を
展
開
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
適
用
を
回
避

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
印
Ｓ
厨
。
Ｑ
爵
§
判
決
文
の
中
で
「
食
品
添
加
物
に
関
す
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
実
施
は
、
今
回
の
訴
訟
と
は
異
な
っ

｛
細
）

た
複
雑
な
係
争
を
適
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
の
デ
ー
フ
ニ
ー
条
項
の
立
法
史
か
ら
す
る
と
異
な
っ

（
Ⅲ
》

た
判
決
を
導
く
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
点
に
着
目
す
る
。
つ
ま
り
、
幻
←
９
．
９
騨
刊
目
判
決
の
先
例
と
し
て
の
価
値
を
色
素

添
加
物
の
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
限
定
的
に
位
置
づ
け
、
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
微
量
法
理
を
用
い
て
食
品
添
加
物
の
デ
ラ
ー
ー
ー
条
項
を

再
解
釈
し
て
も
な
ん
ら
問
題
が
な
い
と
い
う
論
理
で
、
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
及
び
八
八
年
告
知
を
正
当
化
す
る
の

よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
を
中
心
に
法
的
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
。

検
討
の
対
象
と
し
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
一
九
八
八
年
一
○
月
に
デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
公
表
し
た
告
知
（
以

（
帆
）

（
相
）

下
「
八
八
年
告
知
」
と
い
う
。
）
と
、
一
九
九
○
年
四
月
に
公
表
し
た
生
ロ
知
（
以
下
「
九
○
年
告
知
」
と
い
う
。
）
を
扱
う
。
こ
れ
ら

の
二
つ
の
告
知
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
緩
和
の
論
理
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
一
九
八
七
年
に
出
さ
れ
た
幻
』
目
。
Ｑ
蔦
§
判
決
と
八
八
年
告
知
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
ど
の
よ
う
に
捉
え

で
あ
る
。

ま
ず
、
ぞ

て
い
た
の
か
、
み
て
み
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
新
た
な
発
癌
デ
ー
タ
に
よ
る
癌
の
発
見
と
い
う
要
件
事
実
の
消
滅
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
当
該
食
品
添

加
物
規
則
の
廃
止
の
有
無
に
関
し
て
当
然
に
自
由
裁
量
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
続
け
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
か
か
る
見
解
を
補

（
別
）

強
す
る
た
め
に
一
九
七
二
年
に
出
さ
れ
た
○
・
貝
旨
の
員
口
］
○
ヶ
の
日
眞
、
○
．
門
で
．
ご
・
困
巨
・
澪
の
］
、
目
巨
の
判
決
を
も
ち
だ
す
。
こ
の
判
決

は
、
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ａ
の
登
録
取
り
消
し
の
理
由
と
し
て
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
の
基
準
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
判
決
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
持
ち
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
農
薬
登
録
と
食
品
安
全
基
準
と
の
リ
ン
ク
を
断
ち
切
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
の
点
の
法
的
検
討
は
、
本
稿
で
は
行
わ
な
い
が
、
農
薬
登
録
と
食
品
安
全
基
準
と
の
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
ア

（
別
）

セ
ス
メ
ン
ト
の
正
確
な
評
価
を
行
え
る
、
と
述
べ
る
論
者
が
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
登
録
済
み
の
農
薬
が
新
た
な
デ
ー
タ
に
よ
り
実
験
動
物
で
癌
を
誘
発
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
食
品
添

加
物
（
食
品
中
の
残
留
農
薬
）
に
対
し
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
適
用
を
回
避
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
、

（
兇
）

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
無
視
し
得
る
リ
ス
ク
と
い
う
考
え
方
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
デ
ラ
ニ
ー
条
項
を
適
用
す
る
、
と
も
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
の
で
あ

（
岨
）

す
る
論
理
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
食
品
添
加
物
規
制
の
改
正
や
廃
止
の
手
続
を
公
布
す
る
権
限
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
与
え
る
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
（
ｈ
）
は
、
あ

る
農
薬
が
癌
を
誘
発
す
る
と
い
う
こ
と
を
新
た
な
デ
ー
タ
が
示
し
た
と
き
、
そ
の
農
薬
に
関
す
る
食
品
添
加
物
規
制
を
廃
止
す

る
こ
と
を
明
示
的
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
行
政
手
続
法
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
専
断
的
か
つ
窓
意
的
で

も
な
い
基
準
を
採
用
し
て
、
既
存
の
食
品
添
加
物
規
制
の
安
全
性
を
査
定
す
る
自
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｆ

Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
（
ｃ
）
（
３
）
の
一
般
的
安
全
条
項
に
基
づ
く
基
準
を
採
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ａ
の
リ
ス
ク

（
伯
）

便
益
基
準
な
ど
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
よ
ら
な
い
基
準
を
採
用
し
て
Ｊ
Ｃ
よ
い
。
」
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る
｡
こ
れ
は
'
既
に
農
薬
が
長
年
市
場
に
出
回
っ
て
い
た
の
か
'
そ
れ
と
も
新
規
な
の
か
に
か
か
わ
ら
ず
'

1
貫
し
七
基
準
に
従
う

べ
き
だ
t
と
い
う
N
R
C
勧
告
を
E
P
A
が
尊
重
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
t
E
P
A
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条

項
の
適
用
回
避
の
諌
論
は
'
無
視
し
得
る
リ
ス
ク
=
微
丑
法
理
が
認
め
ら
れ
t･,5か
っ
た
場
合
の
､
い
わ
ば
予
備
的
主
張
と
い
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
故
t
E
P
A
の
'
本
来
の
狙
い
は
'
い
か
に
し
て
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
対
し
て
微
塵
法
理
を
適
用
す
る
か
に
あ

る
｡
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
を
み
て
み
よ
う
｡

E
P
A
は
'
ま
ず
'
未
加
工
農
産
物
中
の
残
留
農
薬
と
加
工
食
品
中
の
残
留
戯
薬
と
を
分
け
て
規
制
す
る
こ
と
が
'
リ
ス
ク
と
い

う
観
点
か
ら
し
て
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
す
な
わ
ち
'

｢
･
･
非
常
に
似
か
よ
っ
た
リ
ス
ク
が
'

一
貫
し
な
い
制
定
法
の
定
め
に
よ
っ
て
全
く
異
な
っ
た
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
｡
こ

の
こ
と
は
'
必
ず
し
も
公
衆
の
健
康
に
対
す
る
リ
ス
ク
を
低
く
す
る
結
果
と
は
な
ら
な
い
｡
実
際
の
と
こ
ろ
'
い
く
つ
か
の
事

例
に
お
い
て
は
'
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
よ
る
束
縛
が
'
逆
説
的
に
よ
り
大
き
な
リ
ス
ク
を
公
衆
に
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

強
い
意
見
が
あ
る
｡
現
在
市
場
に
出
回
っ
て
い
る
農
薬
よ
り
も
'
危
険
性
の
低
い
新
た
な
農
薬
が
登
録
を
拒
否
さ
れ
て
い
る

一

u雌
凸

方
で
'
元
か
ら
あ
る
よ
り
有
害
な
農
薬
が
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
｡
｣

さ
ら
に
'
科
学
的
見
地
か
ら
も
未
加
工
農
産
物
中
の
残
留
農
薬
と
加
工
食
品
中
の
残
留
農
薬
と
を
分
け
て
規
制
す
る
こ
と
に
は
問

題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
す
な
わ
ち
'

｢未
加
工
農
産
物
中
の
残
留
農
薬
と
加
工
食
品
中
の
残
留
農
薬
と
が
異
な
る
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
は
'
な
ん
ら
科
学
的
根

拠
が
な
い
O
-
ス
ク
評
価
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
'
農
薬
が
残
留
し
て
い
る
食
品
ま
た
は
飼
料
が
未

加
工
か
加
工
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
'
食
品
中
の
残
留
物
の
正
体
と
虫

(th
e
id
e
ntity
andm
a
g
n
it
ude)'
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口跡
n

及
び
関
連
消
費
動
向

(the
associated
con
sumpti呂
冨
tt
ern)
で
あ
る
｡
｣

琉大法学 卒54号 (1995)

こ
れ
ら
の
批
判
を
前
提
に
し
て
'
リ
ス
ク
及
び
食
耀
生
産
と
い
う
観
点
か
ら
'
N
R
C
勧
告
で
示
さ
れ
た

｢無
視
し
得
る
リ
ス
ク
｣

と
い
う
考
え
方
を
'
次
の
.Ai
に
述
べ
て
今
後
E
P
A
も
採
用
す
る
と
い
う
結
論
を
打
ち
出
す
｡
す
な
わ
ち
～

｢
N
R
C
勧
告
を
反
映
し
た
基
準

(=
無
視
し
得
る
リ
ス
ク
｡
筆
者
注
)
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
t
E
P
A
は
'
リ
ス
ク

の
高
い
農
薬
を
'
リ
ス
ク
の
低
い
農
薬
よ
り
厳
し
く
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
､
実
質
的
な
利
益
を
も
た
ら
し
リ

ス
ク
が
相
対
的
に
低
い
新
た
な
農
薬
の
登
録
が
可
能
に
な
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
食
栂
生
産
に
は
､
さ
し
た
る
悪
影
響
を
与
え
る

こ
と
な
く
'
よ
り
高
い
危
険
性
を
持
つ
農
薬
を
使
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
'
食
事
か
ら
の
リ
ス
ク
が
全
体
と
し
て
滅

(55
)

少
で
き
る
｡
こ
の
解
決
法
は
'
非
常
に
賢
明
で
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る

｡
｣

八
八
年
告
知
段
階
に
お
い
て
は
t
E
P
A
は
'

一
方
で
は
リ
ス
ク
の
減
少
を
唱
え
る
の
だ
が
'
他
方
で
は
食
栂
供
給
の
論
理
が
み

え
か
く
れ
す
る
｡
そ
れ
は
い
わ
ば
F
I
F
R
A
に
沿
っ
た
方
向
で
t
F
F
D
C
A
を
解
釈
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'

問
題
は
'
な
ぜ
法
の
統

一
的
解
釈
を
F
F
D
C
A
に
沿
っ
た
方
向
で
行
う
の
で
は
な
く
､
F
I
F
R
A
に
沿
っ
た
方
向
で
行
っ
た
の

か
'
こ
の
点
こ
そ
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
九
〇
年
告
知
を
み
て
み
よ
う
｡

｢
一
般
的
に
'
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
対
す
る
微
宜
例
外
は
t
F
F
D
C
A
の
立
法
意
図
及
び
構
造
と

一
貢
し
て
い
る
だ
け
で
な

く

F
I
F
R
A
の
そ
れ
と
も

1
致
す
る
｡
F
F
D
C
A
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
食
品
の
安
全
性
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
'

デ
ラ
ニ
ー
条
項
は
'
現
代
的
技
術
及
び
科
学
的
知
見
と

一
致
す
る
現
代
的
文
脈
の
中
で
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
デ
ラ
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こ
こ
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
八
条
の
考
慮
事
項
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
か
っ
た
「
国
民
の
健
康
を
保
護
す
る
安
全
な
食
品
供

〈
詔
》

袷
」
が
、
つ
い
に
は
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
目
的
と
化
し
て
い
る
。
か
か
る
目
的
か
ら
、
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
四
○
九
条
の
デ
ー
フ
ニ
ー
条
項
の
再
解

釈
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
、
九
○
年
告
知
の
特
徴
で
あ
り
、
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
も
あ
っ
た
。

〈
冊
）

Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
目
的
は
、
消
費
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
し
、
多
く
の
判
例
も
こ
の
点
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
点

を
最
も
象
徴
的
確
認
的
に
定
め
た
条
項
が
デ
ラ
ニ
ー
条
項
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
○
年
告
知
は
、
適
正
で
十
分
な
そ
し
て

安
価
な
食
品
供
給
と
い
う
政
策
問
題
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
か
か
る
政
策
に
従
属
す
る
方
向
で
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の

再
解
釈
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
Ｅ
Ｐ
Ａ
政
策
に
裁
判
所
は
い
か
に
対
応
し
た
の
か
、
次
節
で
み
て
み
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
八
八
年
告
知
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
論
理
を
展
開
し
た
後
に
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ａ
の
リ
ス
ク
便
益
基
準
の
下
で
、
発
癌
性
で
は
あ
る
が
リ
ス
ク
の
低
い
化
学
物
質
を
使
用
で
き
な
い
こ
と
は
、

よ
り
再
生
産
的
開
発
を
促
進
す
る
農
薬
の
現
状
維
持
ま
た
は
有
害
の
影
響
へ
と
帰
結
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
か
る
帰
結
は
、

適
正
で
十
分
な
そ
し
て
安
価
な
食
品
供
給
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
、
国
民
の
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
安
全
な
食
品
供
給
を
確

（
研
）

保
す
る
と
い
う
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
明
示
的
な
目
標
と
明
ら
か
に
一
貫
し
な
い
。
」
と
。

ニ
ー
条
項
の
文
言
適
用
に
よ
っ
て
起
こ
り
う
る
帰
結
は
、
リ
ス
ク
を
減
少
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
か
え
っ
て
、
代
替
的
農
薬

（
冊
）

に
よ
っ
て
消
費
者
に
対
し
非
発
癌
物
質
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
と
い
う
リ
ス
ク
の
増
加
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
。
」
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Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
一
九
八
八
年
に
、
発
癌
性
の
恐
れ
の
あ
る
物
質
で
も
、
そ
れ
が
無
視
し
得
る
リ
ス
ク
な
ら
ば
、
食
品
添
加
物
と
し
て

食
品
中
の
残
留
農
薬
を
認
め
る
方
針
を
打
ち
立
て
た
。
こ
の
方
針
を
受
け
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
無
視
し
得
る
リ
ス
ク
で
は
あ
る
が
、
発

癌
性
の
あ
る
四
種
類
の
殺
虫
剤
（
ベ
ル
ミ
ル
、
マ
ン
ゼ
プ
、
ホ
ス
メ
ス
、
ト
リ
フ
ル
ラ
リ
ン
）
を
食
品
添
加
物
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
を
認
め
る
決
定
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
環
境
保
護
団
体
で
あ
る
天
然
資
源
協
会
（
ｚ
：
。
□
巳
因
の
ｍ
ｏ
Ｅ
Ｈ
ｏ
の
、
□
の
｛
の
目
印
の
○
・
百
巳
）

な
ど
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
対
し
当
該
決
定
を
取
り
消
す
よ
う
不
服
を
申
し
立
て
た
が
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
天
然
資
源

協
会
な
ど
が
、
一
九
八
九
年
に
四
種
類
の
殺
虫
剤
の
使
用
禁
止
を
求
め
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し

判
決
の
こ
の
部
分
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
法
構
造
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
要
件
認
定
の
際
に
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
裁

量
の
余
地
を
認
め
つ
つ
も
、
一
度
、
発
癌
物
質
の
存
在
が
認
定
さ
れ
る
と
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
に
は
当
該
物
質
を
規
制
す
る
こ
と
を
控
え
る
横

た
｡

で
あ
る
。

本
件
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
対
す
る
微
量
法
理
の
適
用
の
適
法
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
事
件
の
概
要
は
、
次
の
よ
う

裁
判
所
は
、
こ
れ
に
対
し
次
の
よ
う
に
対
応
し
た
。

①
「
デ
ラ
ー
ー
ー
条
項
の
文
言
は
、
明
確
か
つ
義
務
的
で
あ
る
。
デ
ラ
ニ
ー
条
項
は
、
当
該
添
加
物
が
癌
を
誘
発
す
る
な
ら
ば
、

当
該
添
加
物
は
安
全
で
あ
る
と
み
な
す
べ
き
で
な
い
と
定
め
て
い
る
。
。
：
一
度
発
癌
性
の
事
実
認
定
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、

（
帥
）

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
裁
量
を
有
し
な
い
と
制
定
法
は
定
め
て
い
る
。
」

第
三
節
Ｓ
因
の
戸
國
固
Ｆ
Ｓ
＆
判
決
の
検
討
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Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
幻
＆
拝
Ｑ
爵
§
判
決
の
先
例
と
し
て
の
価
値
を
色
素
添
加
物
の
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
限
定
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
微
量
法
理
を
用
い
て
食
品
添
加
物
の
デ
ラ
ニ
ー
条
項
を
再
解
釈
し
て
も
な
ん
ら
問
題
が
な
い
と
考
え
て
い
た
こ

と
は
既
に
述
べ
た
。
裁
判
所
は
、
デ
ラ
ー
ー
ー
条
項
の
立
法
史
や
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
厳
格
な
解
釈
を
繰
り
返
し
議
会
が
承
認
し
て
き

た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
か
か
る
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
主
張
を
退
け
、
幻
己
舜
、
Ｑ
蒔
目
判
決
の
論
理
を
食
品
添
加
物
の
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
解
釈

（
側
）

が
問
題
と
な
っ
た
本
件
に
も
当
て
は
め
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
見
解
に
一
定
の
範
囲
で

説
得
力
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
規
則
廃
止
拒
否
を
デ
ラ
ニ
ー
条
項
違
反
と
し
た
。
す
な
わ

ち
、

限
が
な
い
、
そ
れ
が
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
法
構
造
で
あ
る
、
と
裁
判
所
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
続
け
て
、
裁
判
所
は
、
本
件
の
争
点

を
「
：
目
貫
目
切
あ
る
い
は
無
視
し
得
る
リ
ス
ク
の
み
を
提
供
す
る
と
理
解
し
て
い
る
発
癌
性
の
あ
る
食
品
添
加
物
の
使
用
を
認

（
肌
）

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
法
四
○
九
条
、
す
な
わ
ち
デ
ー
プ
ニ
ー
条
項
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
」
と
整
理
す
る
。

そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
だ
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

②
「
本
裁
判
所
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
関
す
る
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
。
①
日
日
】
日
切
的
解
釈
は
、
『
法
律
違
反
』
で
あ
る
と
結
論

を
下
す
。
幻
←
ｇ
ｐ
Ｑ
蔦
§
判
決
は
、
色
素
添
加
物
規
定
の
下
で
の
当
該
判
決
が
食
品
添
加
物
規
定
の
下
で
も
帰
結
が
同
じ
く

な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
保
留
し
て
い
る
が
、
制
定
法
の
文
言
に
関
す
る
ｍ
ｅ
厩
ｎ
Ｑ
蒔
目
判
決
の
理
由
は
、

（
肥
》

色
素
添
加
物
及
び
食
品
添
加
物
の
両
方
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
」
。

③
「
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
る
体
系
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
み
が
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
既
存
の
制

定
法
の
体
系
を
破
棄
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
機
能
で
も
な
い
し
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
そ
れ
で
も
な
い
。
・
・
・
仮
に
、
変
更
す
べ
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田
因
の
ご
・
切
目
い
い
因
判
決
は
、
■
』
ｇ
ｏ
Ｑ
爵
§
判
決
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
判
決
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
結
論
も
、
§
胃

Ｑ
篇
目
判
決
同
様
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
微
量
例
外
を
否
定
し
た
。
確
か
に
、
げ
因
の
ご
・
困
固
Ｐ
５
＆
判
決
は
、
、
§
』
円く
価
）

Ｑ
屋
脚
目
判
決
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
だ
け
で
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
提
起
し
た
あ
れ
こ
れ
の
問
題
に
答
え
て
い
な
い
、
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
、
逆
の
意
味
で
回
国
の
『
・
罰
回
国
伊
邑
判
決
の
意
義
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
は
、

か
っ
て
団
』
ｇ
ｎ
Ｑ
（
同
§
判
決
の
意
義
と
し
て
、
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
、
Ｒ
ｇ
Ｏ
Ｑ
時
目
判
決
の
意
義
は
、

デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
厳
格
適
用
に
よ
る
不
適
切
な
結
果
を
、
単
に
微
量
か
否
か
の
判
断
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
か
か
る
判
断
を
、
ど

の
機
関
が
、
ど
の
様
な
方
法
で
解
決
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
、
と
い
う
点
に
ま
で
論
理
を
展
開
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
、
§
胃

（
棚
）

Ｑ
爵
目
判
決
は
、
そ
の
答
え
を
議
会
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
、
に
ｇ
ｎ
Ｑ
骨
§
判
決
を
踏
襲
し
た
本

判
決
に
つ
い
て
も
指
摘
し
う
る
。

し
か
し
、
Ｂ
固
の
『
・
因
因
Ｆ
忠
屋
判
決
の
意
義
は
、
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
再
解
釈
の
試
み
は
、
科

学
技
術
の
発
展
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
か
つ
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
再
解
釈
と
い
う
法
的
問
題
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
実
は
そ
の
背

景
に
は
政
策
問
題
が
絡
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
み
ら
れ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
本
判
決
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ー
ー
ー
条

項
の
再
解
釈
を
通
し
た
残
留
農
薬
規
制
の
緩
和
政
策
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
ほ
国
の
く
・

國
因
■
い
『
判
決
は
、
既
存
の
制
定
法
の
体
系
の
破
棄
を
防
止
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

（
Ｍ
）

き
な
ら
ば
、
議
会
が
そ
れ
を
命
じ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
」
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デ
ラ
ニ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
レ
ポ
ー
ト
は
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
で
定
め
て
い
る
「
癌
を
誘
発
す
る
」
と
い
う
文
言
を
め
ぐ
っ
て
、
Ｆ

Ｄ
Ａ
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
の
間
に
生
じ
て
い
た
解
釈
の
齪
酪
に
乗
じ
て
、
一
方
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
従
い
、
一
見
デ
ラ
ニ
ー
条

項
の
適
用
を
拡
大
す
る
か
の
よ
う
な
解
釈
を
し
つ
つ
、
他
方
で
一
九
八
○
年
代
前
半
に
Ｆ
Ｄ
Ａ
が
展
開
し
た
微
量
法
理
の
よ
り
一
層

の
繊
密
化
を
は
か
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
対
し
こ
れ
ま
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
採
用
し
て
き
た
残
留
農
薬
規
制
政
策
の
転
換
を
迫
る
性
質
の
も
の
で

あ
っ
た
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
か
か
る
レ
ポ
ー
ト
に
従
っ
て
、
適
正
で
十
分
な
そ
し
て
安
価
な
食
品
供
給
と
い
う
政
策
問
題
を
持
ち
出
し
、

し
か
も
か
か
る
政
策
に
従
属
す
る
方
向
で
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
再
解
釈
を
展
開
す
る
。
そ
れ
を
支
え
る
法
論
理
が
、
微
量
法
理
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
の
解
釈
と
い
う
法
的
問
題
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
実
は
そ
の
背
景
に
は
政
策
問
題
が
絡
ん
で
い
た

と
こ
ろ
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
再
解
釈
の
試
み
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
困
固
の
ご
・
因
国
げ
げ
目
判
決
は
、
Ｅ

Ｐ
Ａ
の
か
か
る
解
釈
に
よ
る
政
策
転
換
に
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
問
題
が
す

べ
て
解
決
さ
れ
た
、
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
國
固
の
己
・
因
国
い
い
目
判
決
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
対
す
る
批
判

（
、
》

も
ま
た
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
展
開
し
た
し
、
本
判
決
以
降
も
か
か
る
批
判
は
止
ま
っ
て
い
な
い
。
か
か
る
批
判
に
対
し
て
は
、

単
に
外
在
的
に
再
批
判
あ
る
い
は
検
討
す
る
だ
け
で
な
く
、
内
在
的
に
も
再
批
判
又
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
か
か
る
作
業
と

し
て
、
一
歩
退
い
た
議
論
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
デ
ラ
ニ
ー
条
項
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
今
後
政
策
問
題
を
視
野
に
入

れ
つ
つ
、
当
該
政
策
問
題
を
規
範
的
問
題
と
し
て
、
つ
ま
り
法
律
学
の
議
論
と
し
て
再
構
成
し
展
開
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
当
該
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
政
策
を
、
政
策
目
的
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
執
行
を
担
う
Ｅ
Ｐ
Ａ
（
場
合
に
よ
っ
て
は
Ｆ
Ｄ
Ａ
も
）

の
、
組
織
や
作
用
そ
し
て
救
済
に
関
す
る
分
析
、
さ
ら
に
当
該
政
策
決
定
に
国
民
は
ど
の
よ
う
に
法
的
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の

お
わ
り
に
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注（
１
）
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
食
品
安
全
規
制
の
綬
和
－
い
わ
ゆ
る
デ
ラ
ニ
ー
条
項
Ｏ
の
］
Ｐ
目
の
望
Ｑ
Ｐ
色
、
の
を
素
材
と
し
て
」
名
古
屋
大
学
法

政
論
築
第
一
三
七
号
（
以
下
「
第
一
鎗
文
」
と
い
う
。
）
一
六
五
頁
以
下
、
一
九
九
一
年
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
食
品
安
全
規
制
の
緩

和
と
司
法
審
査
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
第
一
三
九
号
（
以
下
「
第
二
論
文
」
と
い
う
。
）
一
四
一
頁
以
下
、
’
九
九
一
一
年
、
を
参
照
。

（
２
）
本
件
は
、
色
素
添
加
物
の
デ
ラ
ニ
ー
条
項
へ
の
微
量
法
理
の
適
用
が
否
定
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
勺
：
］
】
。
Ｑ
胃
の
曰
く
・
国
。
Ｓ
§
ｇ
Ｄ
２
ｍ

缶
已
日
日
』
、
←
『
：
。
ｐ
の
閨
司
・
医
巨
＆
（
□
．
Ｃ
Ｑ
旬
・
］
患
『
）
》
８
１
．
鳥
貝
⑩
＆
】
ｇ
の
．
。
←
・
屋
己
（
』
垣
囹
）
．
な
お
、
前
掲
拙
稿
第
一
一
論
文
一
五

（
閉
》

か
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
前
提
と
し
た
上
で
、
デ
ー
プ
ニ
ー
条
項
に
対
す
る
微
量
法
理
の
適
用
の
有
無
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

'■、〆￣、〆■、〆面、’－，グー、〆■、

1０９８７６５４
，－’、.ゴ、.'、－、－、-ジ、￣

〆内、

３
、.’

①
］
、
一
湧
一
・
』
の
②
（
』
①
←
『
）

罰
：
訂
］
ｏ
ｇ
ｍ
ｏ
ｐ
》
四
伊
固
ｚ
Ｓ
の
句
困
］
ｚ
○
（
】
①
ｇ
）
・
宵
樹
簗
一
訳
『
沈
黙
の
春
』
（
新
潮
文
庫
、
一
九
七
四
年
）
が
あ
る
。

田
圃
弓
固
再
ロ
シ
再
弓
○
三
国
□
弓
自
陣
国
○
国
シ
”
□
シ
・
富
国
ｍ
Ｆ
Ｆ
可
○
○
ロ
ン
ョ
、
Ｄ
ｍ
ｐ
○
Ｆ
し
三
四
＆
（
巳
巴
）
・

脾
：
．
、
・
・
ロ
昌
冨
□
ぬ
冨
万
、
ご
・
い
の
洪
旨
巴
◎
ロ
冨
曰
］
］
陣
固
】
の
旨
８
『
（
ざ
・
厨
山
口
の
四
＄
（
己
屋
）
・

テ
イ
ラ
ー
は
、
一
九
五
四
年
法
改
正
の
歴
史
的
意
襲
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
九
五
四
年
法
改
正
は
、
食
品

安
全
規
制
の
市
販
前
の
承
鰹
シ
ス
テ
ム
の
は
し
り
（
円
の
２
吋
、
◎
財
）
で
あ
り
、
一
九
五
八
年
法
改
正
の
舞
台
を
設
定
し
た
。
」
、
と
。
旨
】
・
目
の
一

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
八
○
年
代
後
半
か
ら
九
○
年
代
前
半
に
か
け
て
の
残
留
農
薬
規
制
緩
和
の
動
向
に
つ
い
て
、
簡
単
で
は
あ
る
が
要

領
よ
く
言
及
し
た
文
献
と
し
て
、
神
山
美
智
子
『
食
品
安
全
へ
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
』
二
五
－
二
八
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

印
の
・
巴
ご
・
、
・
○
・
③
留
金
（
・
）
〈
②
）
（
シ
）
・
の
『
①
（
す
）
（
、
〉
（
ロ
）
・
酋
呂
（
ロ
）
〈
』
）
（
出
）
（
ご
＄
）
・

酉
①
の
←
Ｐ
一
・
②
酉
』
（
』
の
』
◎
）

六
頁
以
下
参
照
。
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グー、ゲロ、

１２１１
出■〆出＝

『
ｐ
．
ｍ
．
○
・
四
届
の
■
（
。
）
（
后
②
の
）
・

巴
□
．
、
。
○
・
ｍ
麓
］
（
の
）
（
ら
、
①
）
・

己
。
］
旨
の
『
．
“
§
日
。
・
一
・
ｓ
ｇ
］
〕
Ｐ

前
掲
拙
稿
第
一
鎗
文
一
七
○
頁
以
下
参
照
。

国
・
雲
．
、
○
閏
こ
げ
自
国
『
句
。
。
□
伊
少
三
四
シ
ｚ
ロ
国
。
。
【
》
切
圏
‐
患
『
（
】
畠
］
）
．
な
お
、
鈴
木
隆
「
残
留
農
薬
と
国
際
貿
易
」
食
品
衛
生
研

究
四
一
一
巻
九
号
四
六
頁
以
下
（
一
九
九
一
一
年
）
も
参
照
。

参
照
。

罰
・
弓
昌
一
日
・
甸
○
ｏ
ａ
ｍ
旦
呵
ご
河
の
恥
「
鳫
昌
。
■
・
冒
句
Ｃ
Ｃ
Ｄ
シ
Ｚ
Ｄ
Ｄ
勾
已
○
げ
し
二
百
巴
・
】
震
（
四
・
ず
い
ａ
三
・
○
○
．
己
の
『
・
の
１
．
．
】
⑪
巴
）
・

勲
》
⑩
．
ｍ
・
輸
・
・
』
向
日
の
切
目
．
。
．
”
＆
］
］
罠
』
匂
。
。
、
レ
ヱ
ロ
ロ
■
ご
ロ
レ
ロ
富
】
ｚ
『
の
弓
、
シ
弓
員
。
ｚ
⑰
旨
‐
さ
（
曽
旦
・
・
】
ｇ
②
）
・

国
甘
口
す
の
昏
勺
。
』
旨
の
曰
閂
閏
固
罰
回
○
口
【
『
少
目
＆
く
〔
一
扇
ｐ
』
河
Ｑ
三
○
○
国
二
『
○
、
園
山
『
『
（
旨
〕
同
幻
固
の
罠
）
ロ
国
山
ロ
ニ
可
○
日
）
ね
臼
田
回
］
［
回
国
）

弓
○
罰
崗
圃
忌
《
ト
巨
菖
閣
臼
邑
固
ｐ
面
ド
少
》
【
固
く
（
渭
邑
〔
田
口
『
ぐ
Ｐ
］
・
Ｚ
画
一
・
罰
の
、
。
巨
司
８
ｍ
団
・
旨
』
・
旨
『
（
』
の
巴
）
・

の
⑩
Ｐ
患
匂
の
」
・
因
の
、
’
隠
圏
』
（
岳
皀
）
・
麗
句
の
○
・
両
の
ｍ
・
鰻
四
囲
（
后
国
）
．
Ｓ
句
の
」
・
幻
の
ｍ
・
鴎
ヨ
、
（
岳
『
、
）
・

『
ロ
・
Ｐ
Ｃ
．
③
］
患
画
（
、
）
（
巳
⑭
①
）
・

『
ご
・
の
。
。
．
③
届
⑦
Ｐ
（
⑪
）
（
。
）
（
岳
、
。
）
・

『
ロ
・
Ｐ
。
．
⑥
届
、
（
す
ご
）
つ
む
②
の
）
・

『
ｐ
．
ｍ
．
○
・
⑥
】
獣
、
（
⑦
）
（
后
＄
）
・

『
ご
・
の
．
○
・
唾
国
①
。
（
巳
、
の
）
・

魚
悶
画
一
Ｃ
○
・
句
・
■
．
⑥
屈
の
。
』
。
』
（
】
①
①
画
）
・

口
。
》
日
閂
・
の
兵
ご
『
ロ
ロ
。
←
①
］
Ｐ
ロ
亘
屋
・

苞
．
な
お
、
鈴
木
氏
は
、
「
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
許
容
基
準
は
、
日
本
の
環
境
庁
の
登
録
保
留
基
準
と
厚
生
省
の
残
留
基
準
を
兼
ね
備
え
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
鈴
木
隆
「
残
留
農
薬
と
国
際
貿
易
」
食
品
衛
生
研
究
四
二
巻
九
号
四
七
頁
（
一
九
九
二
年
）
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〆へ〆■、〆■、’■、

３０２９２８２７
、､ソ、－‘、－'ﾐｰﾉ

′■、〆■、′■、′■、’￣、グー、′酉、〆■、

３８３７３６３５３４３３３２３１
、-’■=、.Z、￣、.〃、￣、－、ソ

〆､′~、アヘ〆、〆、

４３４２４１４０３９
～グ～ン、-’、-’、.’

胃
浄
Ｐ
←
②
】
・

デ
ラ
ニ
ー
条
項
で
定
め
る
「
癌
（
◎
目
◎
閂
）
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
は
発
癌
物
質
（
○
日
◎
日
。
、
の
ロ
、
）
と
解
釈
し
、
そ
れ
故
良
性
の

睡
蕩
を
含
ま
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
催
腫
癌
物
質
（
ｏ
ｐ
８
ｍ
の
ロ
、
）
と
解
釈
し
、
こ
の
場
合
に
は
悪
性
及
び
良
性
の
腫
癌
の
両
方

を
含
ん
で
い
る
。
』
貝
巴
瞠
》
ｇ
・

胃
』
・
Ｐ
←
の
０
算
』
Ｃ
←
Ｉ
桿
障
画
。

巴
□
．
、
．
○
．
⑥
農
の
■
（
ロ
）
（
】
）
（
乞
忠
）
・

巴
ｐ
．
ｍ
．
。
．
⑫
②
念
回
（
□
）
（
園
）
（
巳
＄
）
・

巴
□
．
、
。
○
・
亜
匿
の
、
（
ず
）
‐
（
。
）
（
巳
ｇ
）
。

例
え
ば
、
非
発
癌
性
農
薬
の
残
留
許
容
値
を
設
定
す
る
際
に
、
一
日
許
容
摂
取
量
（
Ａ
Ｄ
Ｉ
）
を
算
定
す
る
の
に
対
し
、
癌
を
引
き
起

こ
す
農
薬
・
化
学
物
質
に
は
安
全
閥
値
〈
房
目
ｍ
ｐ
ｏ
Ｅ
）
が
在
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
故
に
、
Ａ
Ｄ
Ｉ
は
算
定
さ
れ
な
い
。

勺
。
］
目
閂
．
②
５
日
ｐ
ｏ
Ｆ
屋
》
Ｐ
巨
隠
・

Ｚ
シ
ョ
。
ｚ
シ
厚
困
固
切
・
ｏ
ｏ
ｑ
ｚ
ｏ
Ｆ
・
因
固
○
日
歩
目
ｚ
ｏ
旧
固
の
目
Ｏ
Ｂ
因
の
三
句
Ｃ
Ｃ
Ｄ
”
円
因
固
ｏ
固
田
シ
ｚ
回
国
勺
シ
罰
少
Ｄ
Ｃ
〆
（
】
の
巴
）
・

』
鳳
凰
忠
．
な
お
、
前
掲
拙
稿
第
二
瞼
文
一
五
二
頁
以
下
参
照
。

』
只
巳
圏
‐
き
・

員員員
ｇｇｇＬ

ｇ后冒

』
篠
ｇ
］
圏
・

涛
声
Ｐ
一
℃
‐
】
◎
。

閂
回
・
Ｐ
一
博
画
。

員
０，
－

￣

ヒロ
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グー、グー、グー、

５１５０４９
、＝'、－、－

グー、〆■、〆■、’戸、

４８４７４６４５
、－’、.’、ﾛゾ、－'

（
“
）

第
三
集
『
食
品
の
｛

に
一
一
九
頁
参
照
。

苞
・
巴
一
屋
ｇ
・
印
Ｐ
（
ど
員
冒
の
ロ
ー
巳
○
ヶ
の
目
、
一
ｍ
（
ど
日
．
ご
困
巨
。
【
の
｝
切
目
色
、
》
』
巴
甸
・
巳
圏
】
（
】
召
』
）
・

実
務
家
に
よ
る
指
摘
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
指
摘
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
（
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、

箪
者
注
）
農
薬
の
登
録
を
す
る
と
必
ず
そ
の
農
薬
の
使
い
方
と
残
留
の
レ
ベ
ル
を
決
め
な
い
と
農
薬
の
登
録
が
で
き
な
い
、
と
い
う
ふ
う

に
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
色
素
に

し
て
も
、
食
品
添
加
物
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
農
薬
に
し
て
も
、
一
定
の
範
囲
内
で
使
い
方
を
決
め
て
、
そ
の
範
囲
内
で
し
か
認
め
な
い

と
い
う
、
こ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
を
取
っ
て
お
り
ま
す
と
、
最
高
限
度
残
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
食
品
を
ア
メ
リ
カ
人
並
に
七
○
年
食
べ

続
け
た
ら
、
ど
の
く
ら
い
の
量
の
添
加
物
な
り
農
薬
を
食
べ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
仮
定
の
数
字
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
・

・
・
し
か
し
、
日
本
の
よ
う
に
登
録
は
登
録
、
残
留
規
制
は
残
留
規
制
、
食
品
添
加
物
も
指
定
は
指
定
、
使
用
基
翠
は
使
用
基
準
と
、
こ

う
い
う
ふ
う
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
と
、
私
た
ち
が
一
生
の
間
に
ど
れ
く
ら
い
の
量
の
添
加
物
、
あ
る
い
は
ど
れ
く
ら
い
の
量

の
農
薬
を
最
高
に
食
べ
る
の
か
と
い
う
数
字
が
全
く
出
て
き
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い

く
場
合
の
暴
露
量
と
い
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
ど
う
も
私
な
り
の
理
解
で
は
、

日
本
に
お
け
る
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
最
大
の
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
お
り
ま
す
。
」
神
山
美
智
子
「
食
品
の
安
全
問
題

と
法
規
制
Ｉ
ム
ア
ラ
ニ
ー
条
項
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
・
食
品
の
安
全
に
関
す
る
学
者
・
専
門
家
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
集

第
三
集
『
食
品
の
安
全
性
を
め
ぐ
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
概
念
と
実
際
－
発
が
ん
リ
ス
ク
を
中
心
と
し
て
ｌ
』
一
一
五
頁
以
下
、
特

』
α
・
ロ
ー
《
〕
］
◎
の
。

賃 苞
●

団
句
の
ロ
．
■
の
ｍ
・
含
』
９
（
巳
、
、
）
・

訊
匂
の
ロ
・
罰
の
、
。
ご
器
。
（
』
②
ｇ
）
・

画
兵
ご
「
ロ
ロ
。
←
①
』
傘
己
Ｐ
←
』
』
仔
○
「
。
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ノー、'■、〆、〆P、〆、ゲヘ〆へ
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ダ
ン
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
ー
メ
リ
ル
は
、
こ
の
点
に
関
し
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
巴
固
の
昌
・
河
国
ぽ
い
判
決
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
Ｎ

Ｒ
Ｃ
委
員
会
の
勧
告
を
履
行
す
る
た
め
に
採
用
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ド
ア
を
閉
じ
、
多
く
の
課
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
」

回
②
這
い
ａ
ｏ
目
丙
の
］
す
の
岡
①
『
陣
囚
ｏ
ｇ
ａ
シ
・
富
田
Ｅ
・
ロ
ゴ
⑩
ｏ
⑮
行
貝
煙
帛
さ
日
日
）
廿
河
⑩
⑩
杙
ロ
ョ
冒
日
叱
河
⑯
、
巨
行
辱
品
姶
志
農
凰
（
汁
②
胃

、
、
：
⑩
の
②
⑩
只
軍
）
。
（
齢
・
溢
甸
８
Ｐ
Ｃ
Ｂ
頃
（
ざ
、
日
・
ほ
・
』
・
←
Ｆ
筐
、
（
〕
①
忠
）
・

前
掲
拙
稿
第
二
鎗
文
一
六
二
頁
参
照
。

鼬
温
、
⑯
．
、
．
．
□
目
丙
の
］
す
の
岡
の
対
陣
三
⑩
且
］
］
『
⑰
５
日
目
◎
芯
３
．

九
○
年
告
知
は
、
「
デ
ラ
ニ
ー
条
項
に
対
す
る
微
量
例
外
は
、
国
民
の
食
楓
供
給
（
ロ
呉
】
。
ｐ
㎡
さ
ｏ
ｐ
２
ｇ
一
望
）
を
保
護
す
る
と
い
う
Ｆ

Ｆ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
よ
り
大
き
な
目
的
に
（
一
日
、
の
甸
已
Ｅ
８
ｏ
ｍ
の
い
）
に
鮫
も
よ
く
奉
仕
す
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
苞
・
巴
】
『
⑰
忠
・

陣
》
⑩
、
⑩
．
ｍ
・
・
ｓ
ｏ
し
、
国
、
ご
固
弓
○
・
ぐ
・
ロ
Ｚ
弓
固
□
の
弓
少
弓
固
の
》
『
】
、
．
。
←
・
己
。
ご
臼
画
く
己
臼
）
・

田
の
、
ご
・
因
の
巨
嗜
》
⑪
９
句
山
口
。
⑪
恩
と
沼
（
①
夢
Ｑ
則
・
』
①
の
噂
）
・
ロ
の
「
二
・
ａ
⑩
。
（
⑩
只
雪
ｚ
ｇ
－
◎
ロ
ロ
ー
シ
、
『
】
◎
已
冨
門
口
］
ｏ
盲
目
】
。
Ｐ
』
、
』
い
、
ロ
，
ご
・
い
の
、
雪
」
』
四

ｍ
・
○
一
・
】
圏
】
（
』
＄
②
〉
。

胃
房
ｎ
一
℃
の
②
０
℃
、
ロ
・

涛
房
ｎ
一
ｍ
ｍ
①
‐
・
の
・
・

亘
、
辰
□
「
ロ
ロ
。
冨
牟
９
ｍ
←
ご
ｍ
①
凸
．

貢

胃
」
・
Ｐ
一
一
』
］
Ｃ
ｍ
・

岸
浄
Ｐ
←
←
】
】
】
。
。

胃
』
・
Ｐ
←
①
や
Ｐ

『
感
・
”
←
や
②
Ｐ

切
辰
ｂ
「
ロ
ロ
◎
訂
』
全
ｐ
←
』
】
】
つ
む
。



アメリカにおける食品残留農弗規制の横軸 (徳田博人)

(
餌
)

か
か
る
分
析
の
具
体
的
方
法
で
あ
る
が
'
す
で
に
法
枠
学
的
分
析
と
し
て
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る

r行
政
の
公
共
性
分
析
｣
の
手

法
に
従
っ
て
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
室
井
力

r現
代
日
本
の
行
政
機
関
と
そ
の
作
用
J

r現
代
行
政
法
の
展
開
し
一
一
二
貢
以
下

(育

斐
閣
'
1
九
七
八
年
)､
同

r国
家
の
公
共
性
と
そ
の
法
的
基
坤
L

r現
代
国
家
の
公
共
性
分
析
J
三
頁
以
下

(
日
本
評
翰
社
'

一
九
九
〇

年
)､
浜
川
村

r行
政
の
公
共
性
分
析
拭
姶
J
淀
辺
左
平
掘

r民
主
的
行
政
改
革
の
理
論
)
二
七
三
五
以
下

(大
月
魯
店
'

一
九
七
八
年
)'

原
野
塊

r行
政
の
公
共
性
分
析
と
現
代
行
政
法
学
の
課
題
｣

r法
の
科
学

二

一号
】
五
五
貢
以
下

(
日
本
評
論
社
'

一
九
七
八
年
)
な
ど

参
府
｡

追
肥

本
稿
は
'
包
袋
邦
教
授
退
官
肥
念
号

(琉
大
法
学
52
号
)
に
掲
耽
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
､
研
究
が
思
う
よ
う
に
過
ま
ず
へ
今
日
に
至
っ

た
｡
島
袋
邦
先
生
は
､
学
部
学
生
の
頃
か
ら
'
ご
指
辞
し
て
下
さ
っ
た
恩
師
の
一
人
で
あ
る
｡
拙
い
翰
文
で
は
あ
る
が
'
先
生
の
益
々
の
ご
健
勝

を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
'
本
稿
を
島
袋
邦
先
生
に
捧
げ
た
い
と
患
う
｡
な
お
'
本
稿
は
'
財
団
法
人
学
術
振
興
野
村
基
金

一
九
九
三
年
度

(上

期
)
海
外
派
遣
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
｡
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